
２０１０年１０月以降保険始期用 

一般社団法人 神奈川高齢者福祉施設協議会 
会員の皆様へ 

加入手続き時に保険料
のご用意は不要！ 

 
 

ご契約時に保険料を準備する
必要はなく、キャッシュレスでの
契約が可能です。保険料の払
い込みは原則２か月後からの
口座振替となります。 

お申込みの日 
から即、補償開始！ 

 
 ※保険種目によっては

待機期間があります。 

保険料がオトク！ 
 
 
 

集団扱の分割払契約は一般の分割払契約に
かかる分割割増がありません。また集団扱一括
払は一般のご契約に比べて５％割安です。 
※一部種目によっては制限があります。 

業務中の危険（従業員災害、自動車事故、建物損壊・什器商品損害、ＰＬ事故、請負工事中の賠償事 
       故、施設に起因した賠償事故、機械設備の損壊、災害休業中の利益損失 等）、 
私生活中の危険（マイカー自動車事故・建物損壊・家財破損・病気・ケガ等） 

◆社会福祉法人（事業主）様ならびに職員様の保険も 

                 「集団扱制度」 の対象となります！ 

 －大切な事業経営・法人の財産・職員員様のあらゆる「危険」を「損害保険」でお備えください－ 

集団扱制度対象保険種類（主なもの） 

タフ・クルマの保険（個人総合自動車保険） 

タフシンプル・クルマの保険 
（家庭用総合自動車保険） 

タフビス事業用自動車総合保険 
（事業用総合自動車保険） 

タフ・住まいの保険（家庭総合保険） 

地震保険※１（単独でのお引き受けはできません） 
タフビズ事業者総合保険（事業者総合保険） 

店舗総合保険 
店舗休業保険 

介護保険・社会福祉事業者総合保
険 
施設所有（管理）者賠償責任保険 
生産物賠償責任保険 
タフビズ賠償総合保険 
請負業者賠償責任保険 
 

健康総合保険 
（長期）※１※２ 

タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕 
  （積立スタンダード傷害保険） 
（積立型基本特約をセットしたスタンダード
傷害保険）※１※２ 

※このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「各保険商品のパンフレット」 および「重要事項説明書 契約概要のご説明・注 

   意喚起情報のご説明」あるいは「重要事項説明書」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意しておりますので取扱代理店・ 
 扱者または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点がございましたら、取扱代理店・扱者または引受保険会社へお問合わせください。 

など 

など 

など 

など 

※１ ５％割安の対
象となりません。 
※２ 払込方法は月
払のみとなります。 
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
 
住  所：  
Ｔ  Ｅ  Ｌ：  

引受保険会社 
 
 取扱代理店・扱者：  
 
    住  所：  
 
    Ｔ  Ｅ  Ｌ：  

あいおい損害保険株式会社とニッセイ同和
損害保険株式会社は、関係当局の認可を
前提として、平成22年10月1日に合併し、
「あいおいニッセイ同和損害保険株式会
社」となりました。 

お問い合せ先 

AB１０H０１１３１０ 

〔引受保険会社〕 

じゅう 

※ご加入頂ける方は神奈川県高齢者福祉施設協議会に加盟する法人とその職員の皆様です。 


